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Ⅰ人材確保支援助成金「テレワークコース」が新設に  
4月より人材確保助成金に「テレワークコース」が新設されました。

このコースは良質なテレワークを新規導入・実施することで労働者の
人材確保や雇用管理改善等の観点から効果を上げた中小企業事業主が
対象となります。その概要についてご紹介します。 
◆「テレワークコース」の概要 
テレワークコースは機械導入助成と目標達成助成の2段階に分かれて
います。支給対象経費となる取組は①就業規則・労働協約・労使協定
の作成・変更②外部専門家によるコンサルティング③テレワーク用通
信機器の導入・運用④労務管理担当者に対する研修⑤労働者に対する
研修となります。 
◆機械導入助成 
①テレワーク実施計画の作成及び労働局からの承認②計画認定日以降
にテレワークに関する内容を規定した就業規則・労働協約の作成・変
更③テレワーク実施計画への取り組み④評価期間内で1回以上対象労
働者全員がテレワークを実施すること、又は評価期間に対象の労働者
が平均週1回以上テレワークを実施すること。これらを満たした場合、
支給対象経費の30%、最大で100万円（別途上限あり）が助成されるこ
とになります。 
◆目標達成助成 
この機械導入助成を満たした上でテレワーク制度の整備の結果、評価
時離職率が30%以下であること等、テレワーク実施人数の目標達成が叶
うことで生産性要件を満たした場合には、支給対象経費の35％、生産
性要件を満たしていない場合には支給対象経費の20％、こちらも最大
で100万円（別途上限あり）が助成されます。 
【厚生労働省 人材確保等支援助成金（テレワークコース）】 
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000764588.pdf 
 

Ⅱ不妊治療と仕事の両立のための助成金  
不妊治療に取り組む従業員を支援する、中小企業事業主を対象とし

た助成金 2 点についてご紹介します。 
◆両立支援助成金（不妊治療両立支援コース） 
①不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズ調査の実施②整備した休
暇制度・所定外労働制限制度・時差出勤制度・短時間勤務制度・フレ
ックスタイム制・テレワーク制度について労働協約または就業規則へ
の規定および周知③不妊治療を行う従業員の相談に対応し、支援する
「両立支援担当者」の選任④「両立支援担当者」が不妊治療を行う従
業員のために「不妊治療両立支援プラン」を策定 これらの要件を満
たし、利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う従業員に休
暇制度・両立支援制度を利用させた事業主に支給されます。環境整備
休暇の取得等が達成できた場合は最大で 36 万円、これに加え、長期休
暇の加算を満たした場合も最大 36 万円が助成されます。 
◆働き方改革推進支援助成金（労働時間短縮・年休促進支援コース） 
不妊治療のための休暇を新たに導入したい場合に活用できる助成金で
不妊治療等のために利用できる特別休暇制度を導入した事業主が受給
できます。外部専門家によるコンサルティングや就業規則等の作成・
変更などの休暇制度の導入に関する経費の 3/4、最大 50 万円が助成さ
れます。 
 

 
 
 

連載コラムNo.7 

知っておきたい再雇用と定年退職の流れ 
 人生 100 年時代と言われるようになり、働き方の多様化が注目さ
れています。社員が定年退職する時や再雇用する際に取るべき手続
きと流れについてご紹介します。 
◆再雇用時の手続きと定年退職の際の流れとは？ 
社員が定年退職する年齢になった時、定年退職するのか、継続雇用
するのかを退職者に意思確認し、お互いの合意により決定します。 
定年退職となった場合は、社会保険、雇用保険の「資格喪失届」を
提出します。再雇用の場合は、社会保険では「資格喪失届」と「資
格取得届」を同時に提出します。これにより、再雇用された月から
再雇用後の賃金を基準とした厚生年金保険料、健康保険料の引き下
げが可能になります。所定労働時間及び日数が通常の社員と比較し
て3/4以上であれば、健康保険は75歳まで被保険者となり、厚生年金
保険は70歳まで原則加入となります。雇用保険に関しては、週の所
定労働時間が20時間以上かつ、31日以上の雇用の見込みがある場合
、継続して被保険者となるため手続きは不要ですが、週の所定労働
時間が20時間未満となった場合は、雇用保険の「資格喪失届」を提
出します。なお、雇用保険は65歳以上も「高年齢被保険者」として
適用対象となり、労災保険は、所定労働時間や年齢に関係なく対象
となります。 


